
１．件　名　　電動アシスト自転車（港区役所・協働まちづくり推進課）買入

２．品名及び数量

品名 仕様 同等参考品 台数

電動アシスト自転車

・サイズ：26インチ

・色：黒・紺・シルバー・ブラウン系を基調としたもの

・変速：内装３段変速

・鍵：後輪サークル錠付

・スタンド：両脚スタンド付

・前かご付き（A4サイズの書類が横向きに入ること）

・リチウムイオンバッテリー（容量6.2Ah以上）

・モード切替：３モード

・充電時間：約６時間以内

・BAA適合車であること

・前消灯・反射板（後方１か所・側方２か所）付

・組み立て整備後に納品のこと

・標準バッテリー・専用充電器付

・リア荷台付き

・泥除け付（フロント・リア）

・防犯登録を行うこと（登録に必要な一切の費用は受注者の負担と

する。登録名義は「港区役所協働まちづくり推進課」とすること

・ブリヂストンサイクル　アシスタU STD（A6SC14）

・丸石サイクル　ビューアシスト（ASL263KDR）

・パナソニック　ビビ SX（BE-FS633）
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（上記仕様・品質を満たすもの、または同等品以上のもの）

３．納入期限　　　令和8年5月29日（金曜日）

４．納入場所　港区役所　協働まちづくり推進課　大阪市港区市岡1丁目15番25号

５．特記事項

（１）見積の提出に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義がある場合（同等品の可否を含む）は、質問期間内に指定の方法により質し、その内容を熟知の上見積書

を提出するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。

（２）納品物に不具合が発生した場合は代替品と交換すること。

（３）納品物もしくは建造物等に破損、紛失などの損害を与えた場合や第三者に損害を与えた場合には、受注者において速やかにその損害の補償・賠償を行うことと

し、本市は一切の責任を負わないこととする。ただし、本市の責めに帰すべき事由においてはこの限りではない。

（４）納入日時については、事前に事業担当と協議のうえ決定すること。

（５）納品時に納品書を提出すること。

（６）契約金額には、配送料等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。

（８）各特記仕様書を厳守すること。

６．事業担当

港区役所協働まちづくり推進課（安全安心グループ）

大阪市港区市岡1丁目15番25号

電話番号：06-6576-9995（担当：片平）

（７）納品する自転車については防犯登録を行い、その費用については受注者の負担とする。

　仕様書


